
丹波篠山市上下水道事業営業等関連業務プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

 この丹波篠山市上下水道事業営業等関連業務プロポーザル実施要領は丹波篠山市上下

水道事業営業等関連業務（以下「本業務」という。）について、令和８年９月３０日に現

契約期間が終了することから、本業務を継続して実施するにあたり、公募により応募業

者を募集し、プロポーザルにより使用者サービスの向上及び経費削減などが図れ、優れ

た業務遂行能力を有する者を選定するために必要な事項を定める。 

 

２．委託業務名及び業務概要等 

（1）委託業務名   丹波篠山市上下水道事業営業等関連業務 

（2）履行場所    丹波篠山市役所本庁舎２階に料金コーナーを置き、丹波篠山市が 

          定めた区域とする。 

（3）履行期間    契約の日から令和１１年９月３０日 

          ただし、契約の日から令和８年９月３０日までは前受注者から 

          引継を受け、令和８年１０月１日より業務開始とする。               

（4）業務概要    別添、丹波篠山市上下水道事業営業等関連業務共通仕様書の他、

各業務に係る仕様書のとおり。 

（5）見積上限額   各年度の委託金額の上限は次のとおりとする。なお、この金額は 

契約時の予定価格となるものではない。提案見積額はこの上限を 

を超えてはならないものとする。 

全体額   ２０１，３００，０００円（税込） 

令和８年度  ３３，５５０，０００円（税込） 

令和９年度  ６７，１００，０００円（税込） 

令和１０年度  ６７，１００，０００円（税込） 

令和１１年度  ３３，５５０，０００円（税込） 

なお、受注者の負担となる庁舎管理費及び共益費は 800,000円/年 

（税込）を見込んでいる。 

 （6）支払方法    契約金額総額の３６分の１の額を毎月払いとする。 

           ※業務引継期間中は委託料の支払いはない。 

 

３．参加資格 

 （1）丹波篠山市の令和８年度入札参加資格者名簿（委託・その他（役務））に登録され 

ていること。  

 （2）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に該当しない者であること。 

 （3）参加申込書受付を開始する日以降に丹波篠山市工事請負等契約に係る指名停止の措 



   置要領に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 

 （4）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ 

ている者、（再生手続開始の決定がなされている者を除く）でないこと。 

 （5）法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない者であること。 

 （6）丹波篠山市暴力団排除条例第２条第１項第１号～第３号に掲げる暴力団及び暴力団 

   員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。 

 （7）プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）等の個 

人情報取り扱いに関する関連認証を受けていること。 

 （8）丹波篠山市と同規模以上の事業体で同種または類似の業務の実績を有すること。 

 

 ４．参加申込書及び提出資料 

  （1）参加を希望する者は次に掲げる書類を提出しなければならない。 

   ①参加申込書（様式１） 

   ②同種または類似の業務実績調書（様式２） 

   ③会社の概要書、財務諸表類または決算報告書（過去３年間）、商業登記簿謄本も 

しくは履歴事項全部証明書（写し可） 

   ④法人税、消費税及び地方消費税に係る納税証明書（直近１年分写し可） 

   ⑤暴力団排除に関する誓約書（様式３） 

   ⑥公金事務に係る業務の人的構成及び組織等の業務体制を記載した書類（任意様式） 

   ⑦個人情報の保護及び法令遵守に関する方針及び体制を記載した書類（任意様式） 

 （2）参加申込期間及び場所 

   ①提出期間  令和８年４月２７日 １７時まで 

（土・日曜日・祝祭日を除く。受付時間：９時～１７時） 

   ②提出場所  丹波篠山市役所上下水道部経営企画課上水道係 

          ６６９－２３９７ 兵庫県丹波篠山市北新町４１番地 

   ③提出方法  持参とする。 

   ④問合先   丹波篠山市役所上下水道部経営企画課上水道係 

          TEL０７９－５５２－５０９４ FAX０７９－５５２－５０９７ 

 （3）参加資格の可否 

   参加申込受付終了後、参加資格の可否について審査を行い、提案書の提出業者を決 

定し通知する。また、提案書の提案業者に該当しなかった者に対しては、該当しな 

かった旨及びその理由を書面により通知する。 

  

 ５．不明な点がある場合の質問について 

   ①受付場所：丹波篠山市役所上下水道部経営企画課上水道係 

   ②受付期間：令和８年５月１１日～５月１８日 １７時まで 



   ③受付方法：別紙様式により、FAXで送信すること。また、参加予定者全てに回答 

         する。 

 

 ６．プロポーザルの辞退 

  本プロポーザルへの参加を辞退する者は、令和８年５月２９日までにプロポーザル参  

 加辞退届を提出すること。 

 

７．プロポーザルの実施方法 

応募の公告により応募意思表示をした業者について、参加資格の可否について審査を 

行い、決定した提案書提出業者に対し、提案書説明会（プロポーザル）を実施し、見積 

金額が委託料の上限以下で最も優れた提案をした業者を選定する。 

  

８．提案書の作成 

  別添の「丹波篠山市上下水道事業営業等関連業務提案書作成要領」のとおり。 

 

９．提案内容の評価等 

別添の「丹波篠山市上下水道事業水道事業営業等関連業務 評価基準」のとおり。 

 

１０． 業者選定に関する日程 

 応募の公告      令和８年４月１３日 

             応募申込書配布    令和８年４月１３日 

             参加申込書提出期限  令和８年４月２７日 

             資格審査結果通知   令和８年５月１１日 

             質問の受付期間    令和８年５月１１日 

～５月１８日 

             質問の回答      令和８年５月２２日 

             提案書等の提出期限  令和８年５月２９日 

             プロポーザル辞退届提出期限  令和８年５月２９日 

             提案書説明会     令和８年６月中旬 

             審査結果通知     令和８年６月下旬 

             委託契約締結     令和８年７月上旬 

             委託業務開始     令和８年１０月１日 

令和８年９月３０日までは引継期間 

     


